
1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】保護課 保護管理係 

個人情報ファイルの名称 
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 対象者管

理表 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部保護課 

個人情報ファイルの利用目的 生活困窮者自立相談支援事業等に関する事務を行うため 

記録項目 

１.生活保護関連（生活保護受給者、生活保護廃止後自立支援

受給者）、２.借受人カナ氏名、３.借受人氏名、４.生年月日、

５.郵便番号、６.住所、７.緊急小口、８.総合支援資金初回・

延長、９.総合支援資金再貸付、１０.初回担当者入力（受付番

号、申請日）、１１.再受付番号、１２.再申請日、１３.１回目

支給日、１４.２回目支給日、１５.３回目支給日、１６.４回

目支給日、１７.５回目支給日、１８.６回目支給日、１９.求

職活動書類提出日①、２０.求職活動書類提出日②、２１.求職

活動書類提出日③、２２.求職活動書類提出日④、２３.求職活

動書類提出日⑤、２４.求職活動書類提出日⑥、２５.最終借入

日、２６.振込口座関係書類（金融機関名、支店名、種目、口

座番号、ﾌﾘｶﾞﾅ、口座名義人、金額）、２７.再支給（支給決定

日、決定番号、再金額、再支給決定日、再決定番号）、２８.新

規申請（不決定日、不支給決定番号、不決定理由）、２９.再支

給（不決定日、不支給決定番号、不決定理由）、３０.新規申請

（辞退日（起案日）辞退番号、３１.再支給（辞退日（起案日）、

辞退番号）、３２.新規申請（支給中止日（起案日）、支給中止）、

３３.再支給（支給停止日（起案日）、支給中止） 

記録範囲 
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給対象

者 

記録情報の収集方法 本人、代理人、親族、その他関係者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 指定金融機関 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）うるま市総務部総務政策課 

（所在地）〒904-2292  

沖縄県うるま市みどり町一丁目１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
 ― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

備考 
 

作成日：令和５年４月１日 



2 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】保護課 保護係 

個人情報ファイルの名称 検診命令 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部保護課 

個人情報ファイルの利用目的 身体障害者手帳の申請等に関する事務を行うため 

記録項目 

１医療機関コード、２医療機関名、３発行日、４検診日、５検

診時間、６記号、７番号、８枝番、９文書番号、１０検診目的、

１１備考、１２受理状況、１３受理日、１４検診結果、１５検

診料支払状況 

記録範囲 検診命令を受けた人 

記録情報の収集方法 本人、代理人、親族、その他関係者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 医療機関 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）うるま市総務部総務政策課 

（所在地）〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目１番１

号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
 ― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

備考 

令和５年７月 27日修正 

作成日：令和５年４月１日 

 

 



3 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】保護課 保護係 

個人情報ファイルの名称 ケース診断会議 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部保護課 

個人情報ファイルの利用目的 被保護者の資産保有の可否等に関する事務を行うため 

記録項目 

１世帯の概況（資産状況、収入状況、その他状況）、２会議録

（問題点、検討概況、結論および援助方針）、３出席者 

記録範囲 生活保護の被保護者 

記録情報の収集方法 本人、代理人、親族、その他関係者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）うるま市総務部総務政策課 

（所在地）〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目１番１

号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
 ― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

備考 

 

作成日：令和５年４月１日 



4 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】保護課 保護係 

個人情報ファイルの名称 生活保護法第２９条調査 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部保護課 

個人情報ファイルの利用目的 被保護者の収入・資産に関する調査等事務を行うため 

記録項目 

１調査状況、２発行日、３調査日、４回答希望期限日、５記号、

６番号、７枝番、８文書番号、９対象、１０調査先コード、１

１調査先名 

記録範囲 生活保護の被保護者、新規申請者 

記録情報の収集方法 本人、代理人、親族、その他関係者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 金融機関等 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）うるま市総務部総務政策課 

（所在地）〒904-2292  

沖縄県うるま市みどり町一丁目１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
 ― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

備考 

 

作成日：令和５年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】保護課 保護係 

個人情報ファイルの名称 保護台帳 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部保護課 

個人情報ファイルの利用目的 生活保護に関する事務を行うため 

記録項目 

１生活保護実施に必要な事項全て 

記録範囲 生活保護の被保護者、新規申請者 

記録情報の収集方法 本人、代理人、親族、その他関係者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 金融機関等 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）うるま市総務部総務政策課 

（所在地）〒904-2292  

沖縄県うるま市みどり町一丁目１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
 ― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
 － 

備考 

 

作成日：令和５年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】保護課 保護係 

個人情報ファイルの名称 医療扶助台帳 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部保護課 

個人情報ファイルの利用目的 医療扶助に関する事務を行うため 

記録項目 

１医療扶助に関する事項全て 

記録範囲 生活保護の被保護者 

記録情報の収集方法 本人、代理人、親族、その他関係者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）うるま市総務部総務課 

（所在地）〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目１番１

号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
 ― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

備考 

 

作成日：令和５年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】保護課 保護係 

個人情報ファイルの名称 介護券交付処理簿 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部保護課 

個人情報ファイルの利用目的 介護券交付に関する事務を行うため 

記録項目 

１ケース番号、２受給者番号、３保険者番号、４被保険者番号、

５受給者氏名、６住所、７要介護度、８受給月、９交付年月日、

１０指定介護機関コード、１１介護機関名、１２サービス種類、

券区分、１３有効期間、１４本人支払額、１５交付吏員印、１

６備考 

記録範囲 介護扶助の受給者 

記録情報の収集方法 本人、代理人、親族、その他関係者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）うるま市総務部総務課 

（所在地）〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目１番１

号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
 ― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

備考 

 

作成日：令和５年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】保護課 保護係 

個人情報ファイルの名称 診療報酬明細書 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部保護課 

個人情報ファイルの利用目的 診療報酬に関する事務を行うため 

記録項目 

１診療年月、２受給者番号、３券区分、４医療機関、５指定医

療機関コード、６介護機関名、７券種、８費用区分、９基金処

理年月、１０知事決定日、１１診療日数、１２医療給付決定日、

１３医療給付決定額、１４医療給付本人支払、１５食事回数、

１６食事療養決定額、１７食事療養本人支払、１８医療費、１

９本人支払額、２０生保負担額、２１出力区分 

記録範囲 医療扶助の受給者 

記録情報の収集方法 本人、代理人、親族、その他関係者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）うるま市総務部総務課 

（所在地）〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目１番１

号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
 ― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

備考 
 

作成日：令和５年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】保護課 保護係 

個人情報ファイルの名称 戸籍・資産登記簿依頼書発行簿 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部保護課 

個人情報ファイルの利用目的 資産調査に関する事務を行うため 

記録項目 

１発行番号、２照会月日、３担当 

記録範囲 生活保護受給者、生活保護新規申請者 

記録情報の収集方法 本人、代理人、親族、その他関係者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）うるま市総務部総務政策課 

（所在地）〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目１番１

号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
 ― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

備考 

 

作成日：令和５年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】保護課 保護係 

個人情報ファイルの名称 面接記録票 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部保護課 

個人情報ファイルの利用目的 生活保護の相談・面接に関する事務を行うため 

記録項目 

１受付番号、２面接日、３面接者、４要保護者氏名、５相談者

氏名、６要保護者との関係、７要保護者住所、８相談者住所、

９電話番号、１０相談者電話番号、１１性別、１２生年月日、

１３相談回数、１４世帯構成（氏名、年齢、続柄、疾病、病院

名、通院状態、備考）、１５扶養義務者の状況（氏名、年齢、

続柄、住所、精神、金銭、備考）、１６資産、１７債務、１８

住居、１９他法 

記録範囲 生活保護相談者 

記録情報の収集方法 本人、代理人、親族、その他関係者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）うるま市総務部総務政策課 

（所在地）〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目１番１

号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
 ― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

備考  

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 


